
 
 
第５号議案 
 
 

大阪府立体育会館条例施行規則の一部改正について 
 
 
 大阪府立体育会館条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 
 
 
平成２１年３月２７日 
 
 

大阪府教育委員会 
 
 
＜参 考＞ 
〔趣 旨〕 
  大阪府立体育会館条例の一部改正による利用料金の区分の一部廃止等に伴い、所要の

規定整備を行う。 
 
〔規則を施行する日〕 平成２１年４月１日 
 
〔根拠規定〕 
  大阪府教育委員会事務決裁規則 

第三条 委員会が会議の議決により決裁する事項は、次のとおりとする。 
十七 規則及び特に重要な規程の制定改廃に関すること。 

 



大阪府立体育会館条例施行規則の改正概要  

 
 
１ 改正理由  
 大阪府立体育会館条例の一部を改正する条例の施行による利用料金の区分の一部廃止等

に伴い、所要の規定整備を行う。  
 
 
２ 改正内容  
 
 別紙様式中、  

①利用区分の削除  
「生徒等の団体が利用する場合」並びに「営利及び宣伝を目的としない場合」を削除  

②利用区分の表記変更  
「その他の場合」を「集会及び興行その他の催物に利用する場合」に変更  

 
 
３ 改正時期  
 平成２１年４月１日  
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